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規

則

■群
馬
県
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
規
則
第
八
号

群
馬
県
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
五
年
群
馬
県
規
則
第
四
十
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
及
び
第
五
条
の
二
中
「
当
該
許
可
証
の
」
を
「
そ
の
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
見
出
し
中
「
産
業
廃
棄
物
処
理
業
許
可
証
」
を
「
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
許
可
証

等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
産
業
廃
棄
物
処
理
業
許
可
証
を
」
を
「
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
許
可
証

又
は
産
業
廃
棄
物
処
分
業
許
可
証
を
」
に
、
「
当
該
許
可
証
の
」
を
「
そ
の
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
の
見
出
し
中
「
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
理
業
許
可
証
」
を
「
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物

収
集
運
搬
業
許
可
証
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
理
業
許
可
証
を
」
を
「
特

別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
許
可
証
又
は
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
許
可
証
を
」
に
、

「
当
該
許
可
証
の
」
を
「
そ
の
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
中
「
当
該
指
定
証
の
」
を
「
そ
の
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
中
「
当
該
許
可
証
の
」
を
「
そ
の
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
の
二
中
「
産
業
廃
棄
物
の
設
熱
回
収
施
設
設
置
者
認
定
証
」
を
「
産
業
廃
棄
物
の
熱
回

収
施
設
設
置
者
認
定
証
」
に
、
「
当
該
許
可
証
の
」
を
「
そ
の
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
中
「
当
該
受
理
書
の
」
を
「
そ
の
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
及
び
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
は
、
毎
年
六
月
三
十

日
ま
で
に
、
そ
の
年
の
三
月
三
十
一
日
以
前
の
一
年
間
に
お
け
る
産
業
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬

に
関
し
、
当
該
産
業
廃
棄
物
の
種
類
ご
と
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
産
業
廃
棄
物
・
特
別

管
理
産
業
廃
棄
物
の
運
搬
実
績
報
告
書
（
別
記
様
式
第
四
十
号
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
、
住
所
、
電
話
番
号
及
び
許
可
番
号
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表

者
の
氏
名

二

委
託
者
の
氏
名
又
は
名
称

三

委
託
者
ご
と
及
び
産
業
廃
棄
物
を
積
み
込
ん
だ
場
所
ご
と
の
受
託
量

四

産
業
廃
棄
物
の
運
搬
先
の
氏
名
又
は
名
称

五

産
業
廃
棄
物
を
積
み
卸
し
た
場
所
及
び
当
該
産
業
廃
棄
物
の
処
分
方
法

３

産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
及
び
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
は
、
毎
年
六
月
三
十
日
ま
で
に
、

そ
の
年
の
三
月
三
十
一
日
以
前
の
一
年
間
に
お
け
る
産
業
廃
棄
物
の
処
分
に
関
し
、
当
該
産
業
廃

棄
物
の
種
類
ご
と
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
産
業
廃
棄
物
・
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
処

分
実
績
報
告
書
（
別
記
様
式
第
四
十
一
号
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
、
住
所
、
電
話
番
号
及
び
許
可
番
号
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表

者
の
氏
名

二

委
託
者
の
氏
名
又
は
名
称

三

委
託
者
ご
と
及
び
産
業
廃
棄
物
を
生
じ
た
場
所
ご
と
の
受
託
量

四

産
業
廃
棄
物
を
処
分
し
た
場
所
及
び
処
分
方
法

五

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類
ご
と
の
年
間
処
分
量

六

処
分
に
よ
り
生
じ
た
産
業
廃
棄
物
の
種
類
、
量
及
び
処
分
方
法

第
十
九
条
第
四
項
を
削
る
。

第
二
十
一
条
中
「
別
記
様
式
第
四
十
三
号
」
を
「
別
記
様
式
第
四
十
二
号
」
に
、
「
当
該
登
録
証

明
書
」
を
「
そ
の
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
項
を
削
る
。

附
則
第
三
項
中
「
第
十
九
条
第
四
項
」
を
「
第
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を

附
則
第
二
項
と
す
る
。

別
表
六
十
六
の
項
及
び
六
十
七
の
項
を
削
り
、
同
表
六
十
八
の
項
中
「
別
記
様
式
第
四
十
二
号

（
一
）
」
を
「
別
記
様
式
第
四
十
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
六
十
六
の
項
と
し
、
同
表
六
十
九
の

項
中
「
別
記
様
式
第
四
十
二
号
（
二
）
」
を
「
別
記
様
式
第
四
十
一
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
六

十
七
の
項
と
し
、
同
表
中
七
十
の
項
を
六
十
八
の
項
と
し
、
同
表
七
十
一
の
項
中
「
別
記
様
式
第
四

十
三
号
」
を
「
別
記
様
式
第
四
十
二
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
六
十
九
の
項
と
し
、
同
表
中
七
十

二
の
項
を
七
十
の
項
と
し
、
七
十
三
の
項
を
七
十
一
の
項
と
し
、
七
十
四
の
項
を
七
十
二
の
項
と
す

る
。別

記
様
式
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別記様式第５号（規格Ａ４）（第２条関係）

一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書
年 月 日

群馬県知事 あて
届出者

住 所
氏 名
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）
電話番号

一般廃棄物処理施設を軽微変更等したので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第９条第３項の規
定により、関係書類及び図面を添えて届け出ます。

一 般 廃 棄 物 処 理 施 設 の 名 称

一 般 廃 棄 物 処 理 施 設 の 設 置 の 場 所

一 般 廃 棄 物 処 理 施 設 の 種 類

許 可 の 年 月 日 及 び 許 可 番 号 年 月 日 第 号

△ 軽 微 な 変 更

氏名又は名称及び住所並びに法人に
あっては、その代表者の氏名の変更

変
△省令第５条の４に掲げる事項の変
更（同条第６号関係を除く。)

更 省令第５条の４第６号に掲げる事項

（変更内容が法人に係るものである場合）法定代理人、株主及び出資をしている者の変更

（ ふ り が な ）
の 住 所

名 称

内 （変更内容が個人に係るものである場合）法定代理人、役員（法定代理人が法人である場合
の当該法人の役員を含む。）、株主、出資をしている者及び使用人の変更

（ふ り が な） 生 年 月 日 本 籍
氏 名 役職名・呼称 住 所

容

廃 止 若 し く は 休 止 又 は 再 開 の 理 由 （廃止・休止・再開の別）

廃止若しくは休止又は再開の年月日 年 月 日

※ 事 務 処 理 欄

備考
１ ※欄は記入しないこと。
２ △印の欄の記載については、できる限り図面、表等を利用することとし、同欄にその記載事項の全てを

記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。
３ 「省令第５条の４第６号に掲げる事項」の欄については、該当するすべての者を記載することとし、記

載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添付すること。
４ 変更のある部分については、変更前及び変更後の内容を対照させるものであること。
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「

群
馬

県
知

事
あ

て

別
記
様
式
第
二
十
四
号
中

を

届
出

書

」

「

群
馬

県
知

事
あ

て

に
改
め
る
。

届
出

者

」

別
記
様
式
第
三
十
九
号
裏
面
中

「

２
有

害
物

質
名

は
シ

ア
ン

六
価

ク
ロ

ム
Ｐ

Ｃ
Ｂ

石
綿

等
の
有

害
物

質
、

、
、

、

を

名
を

記
入

す
る

こ
と

。

」

「

２
有

害
物

質
名

は
シ

ア
ン

六
価

ク
ロ

ム
Ｐ

Ｃ
Ｂ

石
綿

等
の

有
害

物
質

、
、

、
、

名
を

記
入
す

る
こ

と
。

３
特

別
管

理
産

業
廃

棄
物

管
理

責
任

者
と

な
る

こ
と

が
で

き
る

資
格

を
有

す
る

に
改

こ
と

を
証

明
す

る
も

の
の

写
し

を
添

付
し

又
は

提
出

時
に

原
本

を
持

参
す

る
、

こ
と

。

」

め
る
。

別
記
様
式
第
四
十
号
及
び
別
記
様
式
第
四
十
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記

様
式

第
４

０
号

（規
格

Ａ
４

）
（第

１
９

条
関

係

）

産
業

廃
棄

物
・

特
別

管
理

産
業

廃
棄

物
の

運
搬

実
績

報
告

書

（

年
度

）

―収
集

運
搬

業

―

年
月

日

群
馬

県
知

事
あ

て
報

告
者

住
所

氏
名

又
は

名
称

（法
人

に
あ

っ
て

は
代

表
者

の
氏

名

）

、

電
話

番
号

所
属

及
び

担
当

者
名

許
可

番
号

（下
６

桁

）

実
績

な
し

年
度

の
運

搬
実

績
に

つ
い

て
群

馬
県

廃
棄

物
の

処
理

及
び

清
掃

に
関

す
る

法
律

施
行

細
則

第
１

９
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
次

の
と

お
り

報
告

し
ま

す
、

、
。

積
込

場
所

委
託

者
の

氏
名

又
は

名
称

積
卸

場
所

運
搬

先
の

氏
名

又
は

名
称

品
目

の
単

位
の

運
搬

先
の

産
業

廃
棄

物
の

種
類

コ

ード
都

道
府

県
受

託
量

（t
又

都
道

府
県

(
２

桁
)

コ

ード
積

込
場

所

（市
区

町
村

ま
で

）

は
㎥

)
コ

ード
積

卸
場

所

（市
区

町
村

ま
で

）

処
分

方
法

（２
桁

）

（２
桁

）

備
考１

こ
の

報
告

書
は

前
年

４
月

１
日

か
ら

３
月

３
１

日
ま

で
に

運
搬

し
た

産
業

廃
棄

物
の

量
を

記
入

し
て

６
月

３
０

日
ま

で
に

提
出

す
る

こ
と

、
、

。

２
委

託
者

と
は

報
告

者
に

廃
棄

物
の

収
集

運
搬

を
委

託
し

た
者

を
い

い
運

搬
先

と
は

報
告

者
が

廃
棄

物
を

引
き

渡
し

た
者

を
い

う
、

、
、

。

３
品

目
コ

ード
及

び
都

道
府

県
コ

ード
は

別
添

コ

ード
表

を
参

照
し

必
ず

２
桁

で
記

入
す

る
こ

と

（例

：廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

→０
６

）

、
、

。

４
受

託
量

は
必

ず
ｔ

（ト
ン

）又
は

㎥

（立
方

メ

ート
ル

）に
換

算
し

て
記

入
す

る
こ

と
単

位
欄

に
該

当
す

る
単

位
を

記
入

す
る

こ
と

、
。

。

５
運

搬
先

の
処

分
方

法
は

運
搬

先
で

の
廃

棄
物

の
処

分
方

法
を

産
業

廃
棄

物
管

理
票

（マ
ニ

フ
ェ

ス
ト

）で
確

認
し

て
記

入
す

る
こ

と
、

。

６
こ

の
紙

に
記

入
し

き
れ

な
い

場
合

は
続

紙
を

使
用

し
て

記
入

す
る

こ
と

、
。

７
上

記
１

の
期

間
内

に
運

搬
し

た
実

績
が

な
い

場
合

は

「実
績

な
し

」の
欄

に
チ

ェ
ッ

ク

（☑

）を
入

れ
て

提
出

す
る

こ
と

、
。
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（続
紙

）

積
込

場
所

委
託

者
の

氏
名

又
は

名
称

積
卸

場
所

運
搬

先
の

氏
名

又
は

名
称

品
目

の
単

位
の

運
搬

先
の

産
業

廃
棄

物
の

種
類

コ

ード
都

道
府

県
受

託
量

（t
又

都
道

府
県

(
２

桁
)

コ

ード
積

込
場

所

（市
区

町
村

ま
で

）

は
㎥

)
コ

ード
積

卸
場

所

（市
区

町
村

ま
で

）

処
分

方
法

（２
桁

）

（２
桁

）
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平成２６年３月２８日（金） 群 馬 県 報 第９１８４号
別

記
様

式
第

４
１

号

（規
格

Ａ
４

）
（第

１
９

条
関

係

）

産
業

廃
棄

物
・

特
別

管
理

産
業

廃
棄

物
の

処
分

実
績

報
告

書

（

年
度

）

―中
間

処
分

業
・

最
終

処
分

業

―

年
月

日

群
馬

県
知

事
あ

て
報

告
者

住
所

氏
名

又
は

名
称

（法
人

に
あ

っ
て

は
代

表
者

の
氏

名

）

、

電
話

番
号

所
属

及
び

担
当

者
名

許
可

番
号

（下
６

桁

）

実
績

な
し

年
度

の
処

分
実

績
に

つ
い

て
群

馬
県

廃
棄

物
の

処
理

及
び

清
掃

に
関

す
る

法
律

施
行

細
則

第
１

９
条

第
３

項
の

規
定

に
よ

り
次

の
と

お
り

報
告

し
ま

す
、

、
。

発
生

場
所

委
託

者
の

氏
名

又
は

名
称

処
分

場
所

品
目

の
単

位
の

産
業

廃
棄

物
の

種
類

コ

ード
都

道
府

県
受

託
量

（t
又

都
道

府
県

処
分

場
所

（市
区

町
村

ま
で

）

処
分

方
法

(
２

桁
)

コ

ード
発

生
場

所

（市
区

町
村

ま
で

）

は
㎥

)
コ

ード

（２
桁

）

（２
桁

）

備
考１

こ
の

報
告

書
は

前
年

４
月

１
日

か
ら

３
月

３
１

日
ま

で
に

処
分

し
た

産
業

廃
棄

物
の

量
を

記
入

し
て

６
月

３
０

日
ま

で
に

提
出

す
る

こ
と

、
、

。

２
委

託
者

と
は

報
告

者
に

廃
棄

物
の

処
分

を
委

託
し

た
者

を
い

う
、

。

３
品

目
コ

ード
及

び
都

道
府

県
コ

ード
は

別
添

コ

ード
表

を
参

照
し

必
ず

２
桁

で
記

入
す

る
こ

と

（例

：廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

→０
６

）

、
、

。

４
受

託
量

は
必

ず
ｔ

（ト
ン

）又
は

㎥

（立
方

メ

ート
ル

）に
換

算
し

て
記

入
す

る
こ

と
単

位
欄

に
該

当
す

る
単

位
を

記
入

す
る

こ
と

、
。

。

５
こ

の
紙

に
記

入
し

き
れ

な
い

場
合

は
続

紙
を

使
用

し
て

記
入

す
る

こ
と

、
。

６
上

記
１

の
期

間
内

に
処

分
し

た
実

績
が

な
い

場
合

は

「実
績

な
し

」の
欄

に
チ

ェ
ッ

ク

（☑

）を
入

れ
て

提
出

す
る

こ
と

、
。
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平成２６年３月２８日（金） 群 馬 県 報 第９１８４号

（続
紙

）

発
生

場
所

委
託

者
の

氏
名

又
は

名
称

処
分

場
所

品
目

の
単

位
の

産
業

廃
棄

物
の

種
類

コ

ード
都

道
府

県
受

託
量

（t
又

都
道

府
県

処
分

場
所

（市
区

町
村

ま
で

）

処
分

方
法

(
２

桁
)

コ

ード
発

生
場

所

（市
区

町
村

ま
で

）

は
㎥

)
コ

ード

（２
桁

）

（２
桁

）
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平成２６年３月２８日（金） 群 馬 県 報 第９１８４号

（別
紙

）

産
業

廃
棄

物
の

処
理

施
設

に
お

け
る

処
分

実
績

報
告

書

（

年
度

）

産
業

廃
棄

物
の

種
類

ご
と

の
年

間
処

分
量

（単
位

ｔ
又

は
㎥

）

処
分

に
よ

り
生

じ
た

産
業

廃
棄

物
に

つ
い

て

産
業

廃
棄

物
処

理
施

設
の

種
類

Ａ
Ａ

Ａ
Ａ

Ａ
種

類
発

生
量

処
分

方
法

（単
位

ｔ
又

は
㎥

）

合
計

備
考１

処
分

し
た

産
業

廃
棄

物
の

種
類

を
Ａ

欄
に

記
入

し
そ

れ
ぞ

れ
の

種
類

ご
と

に
年

間
処

分
量

及
び

単
位

を
記

入
す

る
こ

と
、

。
２

処
分

に
よ

り
産

業
廃

棄
物

が
生

じ
た

場
合

は
そ

の
種

類
発

生
量

及
び

処
分

方
法

に
つ

い
て

記
入

す
る

こ
と

、
、

。
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別
記
様
式
第
四
十
二
号
（
一
）
及
び
別
記
様
式
第
四
十
二
号
（
二
）
を
削
る
。

別
記
様
式
第
四
十
三
号
中
「別

記
様

式
第

４
３

号

」
を
「別

記
様

式
第

４
２

号

」
に
改
め
、
同
様

式
を
別
記
様
式
第
四
十
二
号
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
前
の
群
馬
県
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ

れ
て
い
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
適
宜
補
正
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

告

示

■
◎
群
馬
県
告
示
第
九
十
八
号

群
馬
県
統
計
功
労
者
表
彰
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
統
計
功
労
者
表
彰
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

群
馬
県
統
計
功
労
者
表
彰
規
程
（
昭
和
三
十
八
年
群
馬
県
告
示
第
百
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
普
及
」
を
「
普
及
に
関
し
」
に

改
め
る
。

第
三
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
毎
年
四
月
五
日
ま
で
に
」
を
削
る
。

第
六
条
中
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平成２６年３月２８日（金） 群 馬 県 報 第９１８４号
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平成２６年３月２８日（金） 群 馬 県 報 第９１８４号

別記様式（その１）（規格Ａ４）（第４条関係）市町村職員用

群馬県統計功労者表彰内申書

年 月 日

群馬県知事 あて

市町村長 印

次のとおり内申します。

住 所

ふ り が な
氏 名

〔 歳〕 年 月 日生

職 名

統計事務に従事
年 月 か ら 年 月 ま で 実 年 月

し た 年 月 数

実 務 の 状 況

履 歴 ・ 賞 罰

性 行 （ 人 物 ）

功 績 事 項

過 去 の 受賞実績

推 薦 順 位

そ の 他
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平成２６年３月２８日（金） 群 馬 県 報 第９１８４号

別記様式（その２）（規格Ａ４）（第４条関係）調査員用

群馬県統計功労者表彰内申書

年 月 日

群馬県知事 あて

市町村長 印

次のとおり内申します。

住 所

ふ り が な
氏 名

〔 歳〕 年 月 日生

最終従事調査名 職業

統計事務に従事 中断
年 月から 年 月まで実 年 月

し た 年 月 数 期間

従事したことのある
客体概数 調査回数 調査した年 そ の 他

統 計 調 査 名

従事した統計調査
の 概 要

履 歴 ・ 賞 罰

性 行 （ 人 物 ）

功 績 事 項

過去の受賞実績

推 薦 順 位

そ の 他
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附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２６年３月２８日（金） 群 馬 県 報 第９１８４号
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平成２６年３月２８日（金） 群 馬 県 報 第９１８４号

◎群馬県告示第９９号

土地収用法（昭和２６年法律第２１９号。以下「法」という。）第２０条の規定に基づき事業の認定をしたので、

次のとおり告示する。

平成２６年３月２８日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 起業者の名称 日本赤十字社

２ 事業の種類 前橋赤十字病院移転新築事業及びこれに伴う附帯工事並びに市道付替工事及び農業用用排水路付

替工事

３ 起業地

(1) 収用の部分 前橋市朝倉町地内及び後閑町地内

(2) 使用の部分 なし

４ 法第２６条の２第２項の規定による図面の縦覧場所 前橋市農政部農林課

５ 事業の認定をした理由

申請に係る事業（以下「本件事業」という。）は、以下のとおり法第２０条各号の要件を全て充足すると判断

されるため、事業の認定をしたものである。

(1) 法第２０条第１号の要件への適合性

本件事業のうち、前橋赤十字病院移転新築事業（以下「本体事業」という。）は、医療法（昭和２３年法律

第２０５号）による公的医療機関に関する事業であることから、法第３条第２４号に該当する事業である。ま

た、附帯工事は、本体事業のために欠くことができない調整池を整備するもの（以下「附帯事業」という。）

であり、法第３条第３５号に該当する。さらに、本体事業の施行により必要を生じた市道付替工事及び農業用

用排水路付替工事（以下「関連事業」という。）は、法第３条第１号に掲げる道路法（昭和２７年法律第１８

０号）による道路及び法第３条第５号に掲げる地方公共団体が設置する農業用用水路、排水路に該当する。

したがって、本件事業は、法第２０条第１号の要件を充足すると判断される。

(2) 法第２０条第２号の要件への適合性

起業者は、平成２４年９月に常任理事会において本件事業の実施を承認し、かつ、本件事業の施行に必要な

財源措置を講ずるとしていることから、本件事業を遂行する充分な意思と能力を有すると認められる。

したがって、本件事業は、法第２０条第２号の要件を充足すると判断される。

(3) 法第２０条第３号の要件への適合性

ア 得られる公共の利益

本件事業は、日本赤十字社が前橋市において、前橋赤十字病院を移転新築する事業である。

現在の前橋赤十字病院（以下「既存病院」という。）は、大正２年３月２３日に日本赤十字社群馬支部病

院として開院し、約１００年が経過している。現在、既存病院は、前橋保健医療圏の地域医療を担うことに

加え、本県における救命救急医療の最大の基幹病院として、かつ、県内のみならず関東近県等での大規模災

害発生時における基幹災害拠点病院として、一般的な医療ニーズから高度な医療ニーズまで幅広く、かつ、

広域的な役割と機能を担っている。

このような役割と機能を担うために、既存病院においては、昭和４６年に本館棟を整備し、その後、本館

棟に増築する形で昭和４８年にリハビリ棟、昭和６２年に手術棟、平成６年に東館棟、平成７年に高度救命

救急センター棟、平成１２年に基幹災害医療センター棟等を整備するなどの増改築を繰り返してきた。

しかしながら、既存病院は、建物の老朽化が進み、最も古い本館棟は、施設設備面でのトラブルが頻発し、

維持管理を行うことが困難となってきているため、患者の療養環境や職員の労働環境が悪化している。また、
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平成２６年３月２８日（金） 群 馬 県 報 第９１８４号

本館棟を含む複数の建物が、昭和５６年の建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）改正後の新耐震

基準に適合していないため、安全安心な医療を提供するためには、早急な耐震対策が不可欠となっている。

さらに、救急患者が増加傾向にあるが、既存病院は、建物が狭あい化しているため、高度救命救急センタ

ー病床、救急処置室及び診察室が不足し、救急患者の受入れが困難な状況が発生している。同様に手術件数

も増加傾向にあるが、手術室の絶対数が不足している。また、平成１２年の医療法改正前の施設設備基準に

より建設された建物は、病室や廊下が狭く、かつ、増改築を繰り返してきた結果、院内動線が複雑化し、混

線しているため、緊急手術や患者急変時の搬送に支障を来すおそれがある。

このような状況に加え、既存病院の敷地も狭あい化しているため、外来患者来院時には駐車場待ちの自動

車による交通渋滞が周辺道路に発生し、交通の妨げになっている。また、ドクターヘリの運用についても、

強風時には、屋上からの離着陸ができず、敷地内に離着陸可能なスペースが確保できないため、群馬ヘリポ

ートでの離着陸を余儀なくされており、緊急搬送に支障を来している。さらに、基幹災害拠点病院として県

内外の災害に常時備えているものの、災害時における医療体制の充実強化について（平成２４年３月２１日

医政発０３２１第２号厚生労働省医政局長通知）で規定する災害拠点病院の指定要件を満たす診療施設等の

スペース及び群馬県地域防災計画（平成２５年３月策定）における防災ヘリコプター等の離発着スペースが

確保できない状況にある。

以上のとおり、起業者は、現状のままでは安全で良質な医療を提供することが困難であるばかりか、前橋

保健医療圏の地域医療を担う中核病院として、本県における救命救急医療の基幹病院として、及び県内のみ

ならず関東近県等での大規模災害発生時における基幹災害拠点病院として、将来にわたり継続的に安全安心

な医療を提供していくことが困難な状況になっている。

本件事業の完成により、建物の老朽化及び狭あい化並びに敷地の狭あい化が解消されることから、起業者

は、新設される病院において、効率的な医療提供体制を構築することが可能となり、前橋保健医療圏におけ

る中核病院として、更なる急性期医療、リハビリ、訪問看護、予防検診等の提供を充実させることが可能と

なることから、地域住民の健康増進に寄与するものと認められる。また、起業者は、高度救命救急センター

及びドクターヘリの基地病院として、重症病床の増床等により受入体制の充実を図ることが可能となり、さ

らに、基幹災害拠点病院として、人員体制及び患者等の受入体制を備えた施設整備の充実並びに強化も図る

ことが可能となることから、高度医療、救急医療、災害医療等の充実に寄与すると認められる。

したがって、本件事業の施行により得られる公共の利益は、相当程度存すると認められる。

イ 失われる利益

本件事業は、環境影響評価法（平成９年法律第８１号）第２条第４項及び群馬県環境影響評価条例（平成

１１年群馬県条例第１９号）第２条第４項に規定する対象事業ではないが、起業者が実施した文献調査の結

果、起業者が保全すべき希少動植物は報告されていない。また、本件事業の起業地には文化財保護法（昭和

２５年法律第２１４号）による周知の埋蔵文化財包蔵地は確認されていないが、起業地の近隣には、下佐鳥

環濠集落、朝倉工業団地遺跡群、後閑環濠集落等の周知の埋蔵文化財包蔵地が点在しているため、起業者は、

事前に埋蔵文化財確認調査を実施する等、必要に応じて、関係機関と協議のうえ、適切に対処することとし

ている。

したがって、本件事業の施行により失われる公共の利益は、軽微であると認められる。

ウ 事業計画の合理性

本体事業は、群馬県が策定した第１４次群馬県総合計画「はばたけ群馬プラン」（平成２３年３月策定）

及び第６次群馬県保健医療計画（平成２５年４月策定）並びに群馬県防災会議が策定した群馬県地域防災計

画に則する事業であると認められる。



16

平成２６年３月２８日（金） 群 馬 県 報 第９１８４号

附帯事業及び関連事業も事業計画に必要な範囲と認められる。

本件事業の起業地の選定に当たっては、交通の利便性、他の中核病院の配置、健全経営の確保、医療環境

並びに面積、地形及び周辺環境を考慮して選定した３案を比較検討して、社会的、技術的及び経済的な面か

ら総合的に判断した結果、最も優れた案を採用していると認められる。

したがって、本件事業の事業計画は合理的であると認められる。

以上のことから、本件事業の施行により、得られる公共の利益と失われる利益を比較衡量すると、得られ

る公共の利益は、失われる利益に優越すると認められる。

したがって、本件事業は、土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものと認められるので、法第２０条第

３号の要件を充足すると判断される。

(4) 法第２０条第４号の要件への適合性

ア 事業を早期に施行する必要性

(3)アで述べたように、既存病院の本館棟を含む複数の建物が、耐震強度の不足が推測される建物である。

また、救急患者が増加傾向にあるが、高度救命救急センターの病床等が不足し、救急患者の受入れが困難な

状況が発生している。同様に手術件数も増加傾向にあるが、手術室の絶対数が不足している。加えて、既存

病院は病室や廊下が狭く、かつ、増改築を繰り返してきた結果、院内動線が複雑化し、混線しているため、

緊急手術や患者急変時の搬送に支障を来すおそれがある。

さらに、外来患者来院時には駐車場待ちをする自動車による交通渋滞が周辺道路に発生し、交通の妨げに

なっている。また、強風時には、既存病院の敷地内に離着陸可能なスペースが確保できないため、ドクター

ヘリでの緊急搬送に支障を来している。加えて、災害拠点病院の指定要件を満たす診療施設等のスペース及

び防災ヘリコプターの離発着スペースが確保されていない。

以上のことから、早期に本件事業を施行する必要があると認められる。

イ 起業地の範囲及び収用又は使用の別の合理性

本件事業に係る起業地の範囲は、本件事業の事業計画に必要な範囲であると認められる。

また、収用の範囲は、全て本件事業の用に供される範囲にとどめられており、合理的であると認められる。

したがって、本件事業は、土地を収用する公益上の必要があると認められるため、法第２０条第４号の要

件を充足すると判断される。

◎群馬県告示第１００号

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５９条第１項の規定により、前橋都市計画事業を平成２６年３月２

８日次のとおり認可した。

平成２６年３月２８日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 施行者の名称 前橋市

２ 都市計画事業の種類及び名称 前橋都市計画公園事業 ６・５・２号 前橋総合運動公園

３ 事業施行期間 平成２６年３月２８日から平成３０年３月３１日まで

４ 事業地

(1) 収用の部分 前橋市荒子町及び二之宮町地内

(2) 使用の部分 なし
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平成２６年３月２８日（金） 群 馬 県 報 第９１８４号
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公 告■

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定による特定非営利活動法人の設立の認証

の申請があったので、同条第２項の規定により、次のとおり公告する。

なお、同項の規定により、申請のあった日から２月間、同項に規定する定款等の書類を群馬県生活文化スポーツ

部ＮＰＯ・多文化共生推進課において縦覧に供する。

平成２６年３月２８日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 申請のあった年月日 平成２６年３月４日

２ 特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人ぐんまを元気にする会

３ 代表者の氏名 新井琢磨

４ 主たる事務所の所在地 前橋市南町一丁目６番１号

５ 定款に記載された目的 この法人は、主として群馬県の人口減少を食い止めかつ人口を増加させるため、群馬

県内の資源の魅力の掘り起しや情報発信を行い、積極的に群馬県内の経済を活性化させることをもって社会発展

に寄与することを目的とする。

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第３項の規定による特定非営利活動法人の定款の変更

に係る認証の申請があったので、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定により、次のとおり公告

する。

なお、同項の規定により、申請のあった日から２月間、申請に係る変更後の定款を群馬県生活文化スポーツ部Ｎ

ＰＯ・多文化共生推進課において縦覧に供する。

平成２６年３月２８日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 申請のあった年月日 平成２６年３月４日

２ 特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人伝統芸術ライブラリー

３ 代表者の氏名 岡部修吉

４ 主たる事務所の所在地 前橋市鳥羽町１５３番地６

５ 定款に記載された目的 この法人は、公教育ならびに生涯学習の場において、伝統芸術の教育・普及に関する

事業を行い、伝統芸術の啓蒙・発展に寄与することを目的とする。

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第３項の規定による特定非営利活動法人の定款の変更

に係る認証の申請があったので、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定により、次のとおり公告

する。

なお、同項の規定により、申請のあった日から２月間、申請に係る変更後の定款を群馬県生活文化スポーツ部Ｎ

ＰＯ・多文化共生推進課において縦覧に供する。

平成２６年３月２８日
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群馬県知事 大 澤 正 明

１ 申請のあった年月日 平成２６年３月４日

２ 特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人シャロン

３ 代表者の氏名 奥倉千惠子

４ 主たる事務所の所在地 藤岡市岡之郷３２３番地１１Ａｒｋビル２階

５ 定款に記載された目的 この法人は、高齢者、心身障害児・者、その家族、その他支援を必要とする人々や地

域の人々に対して、介護サービスやその他の支援事業を行い、自立した生活が出来るように支援すると共に、そ

の人々が地域社会で貢献出来る場を提供し、互いに助け合い、共に生きるという精神に基づき社会福祉の推進と

地域社会づくりに寄与することを目的とする。

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第３項の規定による特定非営利活動法人の定款の変更

に係る認証の申請があったので、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定により、次のとおり公告

する。

なお、同項の規定により、申請のあった日から２月間、申請に係る変更後の定款を群馬県生活文化スポーツ部Ｎ

ＰＯ・多文化共生推進課において縦覧に供する。

平成２６年３月２８日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 申請のあった年月日 平成２６年３月１２日

２ 特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人群馬県精神障害者社会復帰協議会

３ 代表者の氏名 小暮明彦

４ 主たる事務所の所在地 前橋市新前橋町１３番地１２群馬県社会福祉総合センター７Ｆ

５ 定款に記載された目的 この法人は、群馬県内に居住する精神障害者の社会復帰の促進と地域における生活の

安定を支援するため、社会復帰施設、小規模作業所等を運営・管理をし、県内の社会復帰施設、小規模作業所等

の連携を深め、社会復帰事業に関する調査、研究、協議をおこない、精神保健福祉の向上に寄与することを目的

とする。

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、次のとおり土地改良区役員の就任及

び退任の届出があった。

平成２６年３月２８日

群馬県知事 大 澤 正 明

理 事
土地改良区名 監 事 区 分 役 員 氏 名 住 所

の 別

藤岡南部 理 事 再 任 新井晋十郎 藤岡市神田３０９番地

同 同 御供文雄 同 同 ８８２番地１
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同 同 小暮孝男 同 同 １２１３番地

同 同 木村裕隆 同 同 ７３５番地

同 同 高田元昭 同 同 ３１２番地１

同 同 飯島幸雄 同 矢場８１０番地

同 同 金井昭夫 同 同 ６３番地

同 同 浅見秀雄 同 同 ６６８番地

同 同 清水春樹 同 同 ６７２番地

同 同 福島盛治 同 本郷１６０４番地

同 同 福島孝之 同 同 １５２６番地

同 新 任 田島雄一 同 神田８９３番地

監 事 再 任 黒澤昭治 同 三本木３７番地１

同 同 江原貞夫 同 藤岡３０４２番地２８

同 同 高橋健一 同 高山２２４番地

世良田 理 事 退 任 松澤万吉 太田市出塚町８２番地１

監 事 同 松島世會 同 世良田町１２７４番地２

植栗 理 事 再 任 茂木伊八 吾妻郡東吾妻町大字植栗１２２５番地２

同 同 樹下啓示 同 同 同 １２４９番地３

同 同 荒木順一 同 同 同 １９４２番地

同 同 茂木芳之 同 同 同 １３６３番地

同 同 茂木米造 同 同 同 ９３５番地１

同 同 茂木二二夫 同 同 同 １１６１番地

同 同 茂木国彦 同 同 同 １９３０番地

監 事 同 田村孝之 同 同 同 １２８２番地

同 同 千葉茂夫 同 同 同 １８９１番地

土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第３９条第１項の規定により、土地区画整理組合の事業計画の変

更を次のとおり認可した。

平成２６年３月２８日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 組合の名称 千代田町舞木土地区画整理組合
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２ 事業施行期間 平成７年１２月１９日から平成２９年３月３１日まで

３ 施行地区 邑楽郡千代田町大字舞木字城下、字駒形、字野分、字楢原の各一部及び大字赤岩字南権現、字熊野、

字北権現の各一部

４ 事務所の所在地 邑楽郡千代田町大字赤岩１８９５番地１（千代田町役場内）

５ 設立認可年月日 平成７年１２月１２日

６ 変更認可年月日 平成２６年３月１４日

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、

前橋都市計画公園の変更の図書の写しの送付を受けたので、同法第２１条第２項において準用する同法第２０条第

２項の規定により次のとおり公衆の縦覧に供する。

平成２６年３月２８日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 都市計画の種類及び名称 前橋都市計画公園 ６・５・２号 前橋総合運動公園

２ 都市計画の変更年月日 平成２６年３月１２日

３ 縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課及び前橋市都市計画部都市計画課

県立公園を廃止するので、群馬県立公園条例（昭和３３年群馬県条例第２３号）第２０条の規定により、次のと

おり公告する。

平成２６年３月２８日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 県立公園の名称 つつじが岡公園

２ 県立公園の位置 館林市尾曳町、羽附町、花山町及びつつじ町

３ 県立公園の区域 別添図面のとおり。「別添図面」は省略し、その図面を群馬県県土整備部都市計画課に備え

置いて縦覧に供する。

４ 廃止の予定期日 平成２６年４月１日

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第４号の規定により、次のとおり道路を指定した。

平成２６年３月２８日

群馬県知事 大 澤 正 明

指定に係る 指定に係る
指定に係る道路

指 定 番 号
番号

道路の種類 道路の位置
の延長及び幅員

指定年月日
メートル

１ 建築基準法第４２ 邑楽郡板倉町大字岩田字 延長 ３０．００ 群馬県指令太土第３０２５５
条第１項第４号に 山浦１９０５－５ 幅員 ６．６０ －２号
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規定する道路 平成２６年２月２７日

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定により、次のとおり道路の位置を指定し

た。

平成２６年３月２８日

群馬県知事 大 澤 正 明

指定に係る 指定に係る
指定に係る道路

指 定 番 号
番号

道路の種類 道路の位置
の延長及び幅員

指定年月日
メートル

１ 建築基準法第４２ 北群馬郡吉岡町大字大久 延長 ３２．２８ 群馬県指令前土第３０４－２
条第１項第５号に 保字熊野２９７－１ 幅員 ４．５０ ７号
規定する道路 平成２６年２月２８日

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定による道路の指定を、次のとおり取り消

した。

平成２６年３月２８日

群馬県知事 大 澤 正 明

指 定 道 路 の 指 定 番 号
番号 指定道路の種類 指定道路の位置 延長及び幅員 指 定 年 月 日

メートル 指定取消し年月日

１ 建築基準法第４２ 邑楽郡千代田町大字新福 延長 ７０．４０ 群馬県指令建第１２６１号
条第１項第５号に 寺字西ノ原２７９－１、 幅員 ４．００ 昭和５１年９月１４日
規定する道路 ２７９－２、２７９－ 平成２４年９月３日

６、２７９－８、２７９
－１０の各一部（指定時
地番２７９－１、２７９
－２）

２ 同 邑楽郡千代田町大字新福 延長 ２７．００ 群馬県指令建第１４３８号
寺字西ノ原２７９－４の 幅員 ４．３７ 昭和５２年１２月２３日
一部（指定時地番２７９ 平成２４年９月３日
－４）

群馬県住宅供給公社が前橋市市営住宅及び共同施設の管理を行うことについて、次のとおり通知があった。

平成２６年３月２８日
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群馬県知事 大 澤 正 明

公営住宅法（昭和２６年法律第１９３号。以下「法」という。）第４７条第２項の規定に基づき次のとおり公告

する。

平成２６年３月２８日

群馬県住宅供給公社 理事長 林 宣 夫

１ 前橋市に代わって市営住宅及び共同施設（以下「市営住宅等」という。）の管理を行う者 群馬県住宅供給公

社

２ １で定める者が管理を行う市営住宅等 前橋市営住宅設置条例（昭和３９年前橋市条例第６１号）別表第１に

掲げる市営住宅

３ １で定める者が行う市営住宅等の管理の内容 法第３章の規定（家賃の決定並びに家賃、敷金その他の金銭の

請求、徴収及び減免に関することを除く。）に基づいて市営住宅等の管理を行うこと。

４ １で定める者が市営住宅等の管理を行う期間 平成２６年４月１日から平成２９年３月３１日まで

落 札■

次のとおり落札者を決定した。

平成２６年３月２８日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 落札に係る購入等件名及び数量 群馬県庁舎で使用する電気（変動部分） 年間予定使用電力量 ３，５３

２，３９２ｋＷｈ

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県総務部管財課 群馬県前橋市大手町一丁目１番１

号

３ 落札者を決定した日 平成２６年１月３１日

４ 落札者の名称及び所在地 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ 東京都品川区東五反田五丁目１１番１号

５ 落札金額 ７４，７４０，０６０円

６ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札

７ 入札公告をした日 平成２５年１２月１７日

８ 契約方法 単価契約

次のとおり随意契約の相手方を決定した。

平成２６年３月２８日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 随意契約に係る購入等件名及び数量 群馬県庁舎で使用する電気（ベース部分） 年間予定使用電力量

６，２２６，９２０ｋＷｈ

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県総務部管財課 群馬県前橋市大手町一丁目１番１

号

３ 随意契約の相手方を決定した日 平成２６年２月１４日

４ 随意契約の相手方の名称及び所在地 東京電力株式会社群馬支店前橋支社 群馬県前橋市南町三丁目６０番地

３
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５ 随意契約に係る契約金額 ９７，８１４，８３０円

６ 契約の相手方を決定した手続 随意契約

７ 随意契約の理由 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２

号）第１０条第１項第１号該当

８ 契約方法 単価契約

次のとおり落札者を決定した。

平成２６年３月２８日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 落札に係る特定役務の名称及び数量 県央流域下水道管理 県央水質浄化センター維持管理包括委託 一式

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県県土整備部下水環境課 群馬県前橋市大手町一丁

目１番１号

３ 落札者を決定した日 平成２６年３月１１日

４ 落札者の名称及び所在地 株式会社ウォーターエージェンシー群馬営業所 群馬県前橋市総社町高井８７７

５ 落札金額 ２，９８０，８００，０００円

６ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札

７ 入札公告をした日 平成２５年１２月２０日

次のとおり落札者を決定した。

平成２６年３月２８日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 落札に係る特定役務の名称及び数量 奥利根流域下水管理 奥利根水質浄化センター維持管理包括委託 一式

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県県土整備部下水環境課 群馬県前橋市大手町一丁

目１番１号

３ 落札者を決定した日 平成２６年３月１１日

４ 落札者の名称及び所在地 株式会社ウォーターエージェンシー群馬営業所 群馬県前橋市総社町高井８７７

５ 落札金額 ７４５，２００，０００円

６ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札

７ 入札公告をした日 平成２５年１２月２０日

次のとおり随意契約の相手方を決定した。

平成２６年３月２８日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 随意契約に係る特定役務の名称及び数量 桐生流域下水道管理 桐生水質浄化センター維持管理包括委託 一

式

平成２６年３月２８日（金） 群 馬 県 報 第９１８４号
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２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県県土整備部下水環境課 群馬県前橋市大手町一丁

目１番１号

３ 随意契約の相手方を決定した日 平成２６年３月１０日

４ 随意契約の相手方の名称及び所在地 クボタ環境サービス株式会社群馬営業所 群馬県桐生市広沢町４丁目１

８８０番地

５ 随意契約に係る契約金額 ８８５，６００，０００円

６ 契約の相手方を決定した手続 随意契約

７ 随意契約の理由 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項第８号該当

次のとおり随意契約の相手方を決定した。

平成２６年３月２８日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 随意契約に係る特定役務の名称及び数量 西邑楽流域下水道管理 西邑楽水質浄化センター維持管理包括委託

一式

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県県土整備部下水環境課 群馬県前橋市大手町一丁

目１番１号

３ 随意契約の相手方を決定した日 平成２６年３月１０日

４ 随意契約の相手方の名称及び所在地 日本管財環境サービス・東芝電機サービス特定委託業務共同企業体 東

京都千代田区神田東松下町２７番地

５ 随意契約に係る契約金額 ６０９，１２０，０００円

６ 契約の相手方を決定した手続 随意契約

７ 随意契約の理由 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項第８号該当
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